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道医師国保の頁

 

人間ドック等健康診査利用のご案内

助成金の請求は令和４年３月末日迄です

健康診査または特定健康診査を受けていない方

ぜひ受診しましょう！
─── 特定健診の受診は、自家健診でもＯＫ ───

＜利用の事前申し込み不要、健診後に助成金を請求＞

　北海道医師国民健康保険組合では、保健事業として健康診査に対する助成事業を実施しております。

組合員および被保険者の方の健康管理の一環として年1回は健康診査を受診いただき、助成事業をぜひご利用

願います。

　なお、特定健康診査の対象（40 ～ 74歳まで）の方が「健康診査」を受診される際には、必ず「特定健康診

査基本項目」の受診をお願いいたします。

　簡易人間ドックなど「特定健康診査基本項目」が全て含まれている健康診査を受診された場合は、改めて「特

定健康診査」を受診する必要はありません。

　すでに健康診査を受診された方は、助成金交付の請求書に添付書類を添えて組合へお送りください。

項　　　　目
入院人間ドック

（１泊２日以上）

簡易人間ドック

（１日または半日含む）
特定健康診査

１．利 用 者 の 範 囲 本組合に加入の組合員および被保険者

本組合に加入の組合員お

よび被保険者で40～ 74歳

までの方

２．利用する医療機関
入院人間ドックを常設し

ている医療機関

簡易人間ドックを実施し

ている医療機関

（自家健診可）

特定健康診査を実施して

いる医療機関

（自家健診可）

３．助 成 金 限 度 額

組合員　　　　　８万円

家族・准組合員　３万円

（特定健康診査の費用を

含む）

組合員　　　　　５万円

家族・准組合員　３万円

（特定健康診査の費用を

含む）

基本健康診査　7,830円

貧血検査　　　　920円

心電図検査　　1,630円

眼底検査　    1,230円

血清クレアチニン検査

　　　　　　　　130円

４．請　求　用　紙

「健康診査助成金交付請求書（様式第１号）」

または

「組合員の同意による健康診査助成金交付請求書

（様式第３号）」

特定健康診査（自家健診）

振込口座届出書

道医師国保組合お知らせ


